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くまもと市政だよりへの広告（後半ページ下欄）を募集中。販売代理店の（株）ホープ（☎092-716-1401）へ。※広告内容などは本市が推奨するものではありません。

 日  ＝日時　 期  ＝期日、期間　 時  ＝時間　 場  ＝場所　 内  ＝内容　 題  ＝演題　 師  ＝講師　 出  ＝出演　 対  ＝対象　 定  ＝定員　 費  ＝費用　 持  ＝持参物　 申  ＝申込　 問  ＝問い合わせ先

か？」と個人情報を聞き出そうとする。
・住所や氏名、また家族構成などの個
人情報を聞かれた。

・「一人暮らしですか？ アンケート
を送ったので記入して送り返して
ください。」と言われた。
消防職員が不必要にご家庭を訪問

し、個別に点検したり、消火器などの
製品を販売することはありません。不
審な訪問や電話などがあった場合は、
安易に個人情報を伝えたり相手の指
示に従ったりせずに、すぐに最寄りの
消防署に相談ください。
  （消防局総務課　☎363-0119）

 応急手当の動画をつくりました！ 
自宅や事業所でも応急手当の「胸骨

圧迫」が学べる動画を
作成しました。正しい
知識と情報を学ぶこと
ができます。

動画はこちら↑
■応急手当の講習会は、新型コロナウ
イルス感染症の感染状況を確認し

ながら随時開催する
予定です。詳しくは、
市ホームページへ。

  （救急課　☎363-2127）

 植木健康福祉センター（かがやき館）のプールを利用停止します  

植木健康福祉センターのプールは、
設備機械の故障のため、当面の間、利
用を停止します。
利用者の皆さんにはご不便をおか

けしますが、ご理解とご協力をお願い
します。再開日が決定次第、お知らせ
します。
  （健康福祉政策課　☎328-2340）

 犬と猫の休日譲渡（完全予約制） 
  日  4月29日（祝）犬の譲渡：午前9時
半～、猫の譲渡：午前10時～  場  市動
物愛護センター  内  市動物愛護セン
ターに収容している犬猫の譲渡、犬の
譲渡が決定した方のみ譲渡前講習（受
講済の方は不要）  対  平日来所が困難

な方  定  各4組（先着順）  費  犬の譲渡
には、登録手数料と狂犬病予防注射料
金（計6,200円）が必要  申  4月5日か
ら電話で市動物愛護センターへ
※譲渡希望の犬猫や、譲渡条件等につ
いては申込時に確認します。

（市動物愛護センター　☎380-2153）

 猫のふん尿・いたずら・出産などでお困りの方へ（対処方法）  

・猫が居続けると困る場合は、絶対に
えさを与えない
・居心地のいい場所や隠れられる場
所をなくす
倉庫や納屋などは猫が自由に出

入りできないようにしましょう。床
下の開いた部分をふさぎ、段ボール
箱は片づけましょう。
・車の隙間に注意する

車のエンジンルームの隙間に猫
が入り込む事例が発生しています。
エンジンをかける前にボンネット
を叩く等して確認しましょう。
・猫を追い払う

猫が嫌う臭いのもの（酢、塩素系
漂白剤、コーヒーの粉など）や音を
出すもの（超音波発生装置）を設置
しましょう。動物愛護センターでは、
超音波発生装置を試したい方へ2
週間貸し出しています。
■猫の飼い主の方へ

猫を外に出すと、ふん尿などで近
隣へ迷惑をかけてしまいます。猫の
病気や交通事故を防ぐためにも、屋
内飼育に努めましょう。

※遺棄・虐待は犯罪です。どんなに
困っていても、猫を遠くへ連れて
行ったり傷つけたりすることは、絶
対にしないでください。

（市動物愛護センター　☎380-2153）

 講演会・相談会 
 電話による法律相談  　無料　 
  期  毎週火曜日（祝日を除く、火曜日平
日が月5回ある場合は第4週まで） 
  時  午後1時～4時。相談時間は1人20
分  内  各区で開催していた法律相談
（面談）を電話相談に変更して実施中 
  対  市内に住む方  定  各日16人（先着
順）  申  4月5日から電話で熊本県弁護
士会相談センター（予約専用 ☎325-
0020 平日午前9時～午後5時）へ
  （広聴課　☎328-2075）

 高年齢者無料おしごと相談コーナー  　無料　 

  内  雇用・就業に関する情報（再就職関
連情報、短時間就業情報など）の提供
や、無料での技能講習会の案内、お仕
事の探し方、履歴書の書き方など
【中央区役所 高年齢者職業相談コーナー】
  日  平日午前9時～午後4時（正午～午
後1時を除く）  場  中央区役所1階北側
エレベーター近く
【サンライフ熊本 高齢者お仕事相談コー
ナー】
  日  4月1日（木）、7日（水）、13日（火）、
19日（月）／5月6日（木）、12日（水）、
17日（月）、26日（水）／6月2日（水）、
16日（水）、21日（月）、29日（火）午前
9時～午後4時（正午～午後1時を除
く）  場  サンライフ熊本
（しごとづくり推進室　☎328-2377）

 介護・警備・運輸・建設分野に就職された方に、
就職奨励金を交付します 
対象  次の全てを満たす方
  ・本市にある事業所で、人手不足である職種として就職した方
  ・ 週20時間以上の勤務条件で、無期または6か月以上の有期契約を

された方
  ・令和3年9月30日までの間に就業を開始された方
  ・本市に住民票を有し、市税の滞納がない方
  ※令和3年新卒者は除く　※その他要件有。
●奨励金額
①就職後　②3か月経過後　③6か月経過後にそれぞれ5万円（最大15万円）

詳しくは、市ホームページへ。
  （しごとづくり推進室　☎328-2371）

皆さんの意見を募集します。

市立高等学校・専門学校改革基本計画（素案）
内　　容  本市の高校2校および専門学校の教育内容の一層の魅力化を図

るための計画の素案
提　出　先  3月25日～4月26日までに持参、郵送、ファクス（359-6951）ま

たはメール（gakkokaikaku@city.kumamoto.lg.jp）で〒860-
8601学校改革推進課（☎328-2708）へ

閲覧場所  学校改革推進課、区役所、市ホームページなど

熊本市手話に関する施策の推進方針（素案）
内　　容  熊本市手話言語条例に規定している施策を推進するための基本

方針の素案
提　出　先  4月1日～30日までに持参、郵送、ファクス（325-2358）または

メ ー ル（shougaihokenfukushi@city.kumamoto.lg.jp）で
〒860-8601障がい保健福祉課（☎328-2519）へ

閲覧場所  障がい保健福祉課、区役所、市ホームページなど

同和問題について正しく理解しましょう
同和問題は、日本社会の歴史的過程で形づくられた身分差別により、国民

の一部の人々が、長い間、経済的、社会的、文化的に低い状態におかれること
を強制され、今なお、同和地区、被差別部落などと呼ばれる特定の地域の出
身や、そこに住んでいることを理由にさまざまな差別を受けることのある、
我が国固有の人権問題です。
今でも、調査業者等による住民票等の不正な取得行為や全国の被差別地

域を記載した差別的な書籍がインターネット上に掲載され、そうした差別
情報や差別発言が拡散されたり、結婚等に絡んだ出身地の調査が行われる
など、依然として差別事象が見られ、人権にかかる問題として深刻な状況が
続いています。
本市では、講演会やセミナー、映画上映をはじめ、ふれあい文化センター等

の人権啓発拠点施設や地域公民館等における講座・教室の交流をとおした差
別意識の解消等、さまざまな工夫を加えながら人権教育・啓発に向けた取り
組みを行っています。同和問題を正しく理解し、全ての人の人権が尊重される
社会を実現するよう努めていきましょう。
  （人権政策課　☎328-2333）
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